
有关学校午餐费

○午餐费

・小学校 每餐 270 日元

・中学校 每餐 315 元円

・４月份不收午餐费。

※有关学校午餐，如果供餐８天之前（不包括周末节假日）与学校联络，可以变更

（取消・订餐）。但是，由于受伤或生病突然缺席，又没能供餐８天之前与学校联络

时，即使没用餐也要支付午餐费。

○有关支付午餐费

・午餐费通过银行账户自动转账。填写好学校发给的自动转账申请表，并在金融机

构办理手续后提交到学校。

・转账户头有变更时，要联系学校并领取银行自动转账申请表。

・银行转账一般每月 15 日左右自动掉款。详细的日程可以在冈崎市主页查看。

・银行户头自动转账日之前，通过在校学生午餐费纳入通知书带回给家长。学校午

餐费转款的同时，有时候学校的教材费或 PTA 会费等学校所需的费用也自动转

款，所以要查看年级通信等，请及时存入，使其有足够的余额。

・对接受就学援助的学生午餐费不实施银行自动转账，但是与学校相关的费用，有

时候要通过银行自动转账。

○如果没有支付午餐费 

・由于余额不足没能自动转账时，会把督促状兼付款单邮寄到您家。请阅读随附的

注意事项后，请在金融机构・邮电局支付。（不能利用方便店支付或网络支付。）

・如果丢失了付款单或者要确认拖欠状况，请打电话给学校午餐负责处（0564-23-

6426）。

・用付款单支付困难时，请提交申请书，也可以直接从儿童补贴中扣除支付金。详

细情况请打电话与学校午餐负责人咨询。

・符合收入情况等一定的条件，而且经济上有困难者，有领取就学援助可能性。如

果能领取到就学援助，此制度就不必要支付午餐费，而且也能接受教材费补助。

有关制度说明以及申请方法，请向各学校咨询。



学校給食費について

○給食費について

・小学校 １食あたり 270 円

・中学校 １食あたり 315 円

・４月分の給食費はかかりません。

※学校給食は、給食提供日の８日前（土日祝含まず）までに学校へ連絡すれば、

変更（キャンセル・発注）することができます。ただし、けがや病気で急に欠席

して給食を食べていない場合でも、８日前までに連絡がなかった分は給食費がか

かります。

○請求について

・請求は、口座振替（引落し）で行います。学校から配布される口座振替申出書

を記入し、金融機関で手続きをして学校へ提出してください。

・振替口座を変更したい場合は、学校に連絡して口座振替申出書をもらってくだ

さい。

・口座振替（引落し）は毎月 15 日前後に行います。詳しい日程は岡崎市のホーム

ページに載っています。

・口座振替の日までに、その月の給食費が記載された納入通知書がお子様を通し

て送付されます。給食費の引き落としと同時に、学校の教材費や PTA 会費など

の学校のお金も引き落とされる場合がありますので、学年通信などを見て、口

座へ多めに入金していただくようお願いいたします。

・就学援助受給中の方は、給食費の口座振替は行いませんが、学校に関するお金

の口座振替が行われる場合があります。

○給食費を払っていない場合

・残高不足などで口座振替ができず未納になった場合、自宅に督促状兼納付書を

送付します。同封の注意事項を読んでから、金融機関・郵便局でお支払いくだ

さい。（コンビニでの支払いやインターネット決済は利用できません。）

・納付書をなくした場合や滞納状況の確認は市の給食担当（0564-23-6426）まで

電話してください。

・納付書での支払いが難しい場合、申出書を提出することで、支給される児童手

当から直接お支払いいただく方法もあります。詳しくは市の給食担当まで電話

してください。

・所得の条件などの一定の要件を満たしており経済的にお困りの方は、就学援助

を受けることができる可能性があります。受給できた際には給食費のお支払い

が必要なくなり、教材費の支援も受けることができる制度です。制度の説明や

申請については各学校へ聞いてください。


